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建設業者に対する監督処分について

関東地方整備局は、株式会社鈴木塗装工務店に対し、建設業法に
基づく監督処分を行いました。

詳細は別紙のとおりです。

おにまる まさき

わかめだ よしゆき



建設業者に対する監督処分について

国土交通省関東地方整備局長は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づき、下

記のとおり監督処分を行いました。

記

１．処分対象業者

商 号 許可番号 代表者 所在地

① 株式会社鈴木塗装工務店 国土交通大臣許可 鈴木 英之 東京都足立区

（般特-１）第000473号

２．処分内容

建設業法第２８条第３項の規定に基づく営業の停止

（１）期間

令和４年９月１４日から令和４年９月２０日までの７日間

（２）停止を命ずる営業の範囲

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県における塗装工

事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

（注１）「塗装工事業に関する営業」とは、注文者から塗装工事を請け負う営業を

いう。

（注２）「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法（昭和４０年法律第３４
号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）又は建設業法施行
規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１８条に規定する法人が発注者であ
る建設工事以外の建設工事をいう。

３．処分理由

株式会社鈴木塗装工務店は、他の建設業者から請け負った大阪府内の民間塗装工事に
おいて、建設業の許可を受けずに建設業を営む者と建設業法施行令第１条の２に定める
金額を超えた額をもって下請契約を締結していた。

このことが建設業法第２８条第１項第６号に該当すると認められる。


